
 

別紙２ 

 

 

大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及

び新潟県（以下「道県」という。）が、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）

第５条の２、第８条第２項第 12号及び第 74条の規定により、地震等による大規模

災害が発生した場合において、応援を必要とする道県（以下「被災道県」という。）

の要請に基づき、相互応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定める

ものとする。 

２ 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成 16年法律第 112号）が適用される事態に準用する。 

 

（連絡担当部局） 

第２条 道県は、相互応援に関する連絡担当部局を定め、大規模災害発生時には、速

やかに相互に連絡するものとする。 

 

（カバー道県の設置） 

第３条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（以下「全国協定」

という。）第３条第４項に規定するカバー（支援）県（以下「カバー道県」という。）

については、大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定実施細目

（以下「実施細目」という。）で定めるものとする。 

２ カバー道県は、被災道県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等と

の連絡調整に関し、被災道県を補完することを主な役割とする。 

 

（幹事道県等） 

第４条 全国協定第３条第１項に規定する幹事県（以下「幹事道県」という。）及び

同条第６項に規定する幹事代理県（「副幹事道県」という。）は、実施細目で定める。 

２ 幹事道県は、全国協定第３条第５項の規定によるブロック内の総合調整及び全

国知事会等に対する広域応援の要請を行うものとする。 

３ 副幹事道県は、幹事道県を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

４ 副幹事道県にも事故があるときの職務の代理順序は、実施細目で定める。 

 

（連絡調整員の派遣） 



 

第５条 カバー道県は、必要があると認めるときは、被災道県の災害対策本部に、連

絡調整員を派遣することができる。 

２ 被災道県は、連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。 

 

（応援の内容） 

第６条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災

害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡

旋その他被災道県が必要とする支援とする。ただし、「応急対策職員派遣制度に関

する要綱」に基づき支援することが国の応援職員確保調整本部により決定された

業務を除く。 

 

（応援の要請） 

第７条 被災道県は、第２条に規定する連絡担当部局を通じ、カバー道県又は幹事県

へ応援の要請を行うものとする。 

２ 被災道県は、前項の規定により応援を要請しようとするときは、被害状況等を連

絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出

するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又は電子メール等により応援

要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。 

（１）資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量 

（２）施設、提供業務の種類又は斡旋の内容 

（３）職種及び人数 

（４）応援区域又は場所及びそれに至る経路 

（５）応援期間（見込みを含む。） 

（６）前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項 

 

（応援の自主出動） 

第８条 カバー道県は、被災道県との連絡が取れない場合又は応援の要請を待つい

とまがないと認めた場合は、他の道県と協力して自主的に被災道県の情報収集を

行い、その結果を道県に伝達するものとする。 

２ カバー道県は、前項の情報収集の結果を踏まえ、被災道県に代わり幹事道県へ必

要な応援の要請を行うことができるものとする。 

３ 前項の規定による応援の要請があった場合は、前条の規定による被災道県から

の要請があったものとみなす。 

 

（応援現地本部の設置） 

第９条 カバー道県は、第７条第１項又は前条第２項に基づく応援の要請があった

ときは、被災道県に応援現地本部を置く。 

２ カバー道県は、前項の規定により応援現地本部を設置したときは、速やかに幹事



 

道県へ報告する。 

３ 応援現地本部は、被災道県の現地において、主に次の役割を担う。 

（１）応援のニーズの把握 

（２）国及び全国知事会その他の関係機関との連絡調整 

（３）幹事道県（次条の規定により広域応援本部が設置された場合にあっては同本

部）との連絡調整 

４ 応援現地本部は、カバー道県及び応援を行う他の道県で構成し、カバー道県がそ

の業務を掌理する。 

 

（広域応援本部の設置） 

第 10条 幹事道県は、ブロック内の複数道県が同時被災したときその他の必要があ

ると認めるときは、ブロック内応援及び全国的な広域応援に係る総合調整を行う

ため、広域応援本部を設置することができる。 

２ 広域応援本部は、原則として幹事道県庁に置く。 

３ 広域応援本部の本部長は、幹事道県知事をもって充てることとし、本部員は、各

道県の防災担当責任者をもって充てる。 

４ 前項までの規定の他、広域応援本部の設置及び運営に関して必要な事項は、実施

細目で定める。 

 

（応援経費の負担） 

第 11条 応援に要した経費は、原則として被災道県の負担とする。ただし、被災道

県と応援道県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りで

はない。 

２ 被災道県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるとき

は、応援道県に当該費用の一時繰替え（国民保護に関しては「立替え」と読み替え

る。以下同じ。）支弁を求めることができるものとする。 

３ 被災道県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支

弁をした応援道県に対し繰戻しをしなければならない。 

 

（資料の交換） 

第 12条 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計

画その他必要な資料を相互に交換するものとする。 

 

（連絡会議の設置） 

第 13条 道県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡

会議を設置するものとする。 

２ 前項の規定の他、連絡会議の開催に必要な事項は、実施細目で定める。 

 



 

（その他） 

第 14条 この協定に定めのない事項は、特に必要が生じた場合に、その都度、道県

が協議して定める。 

２ この協定の実施に関し必要な事項は、第２条に規定する連絡担当部局が協議し

て定める。 

 

 

   附 則 

１ この協定は、平成 19年 11月８日から効力を生ずるものとする。 

２ 平成７年 10月 31日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

   附 則 

１ この協定は、平成 26年 10月 21日から効力を生ずるものとする。 

２ 平成 19年 11月８日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

   附 則 

１ この協定は、令和４年４月１日から効力を生ずるものとする。 

２ 平成 26年 10月 21日に締結された協定は、これを廃止する。 



 

別紙３ 

 

 

大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定実施細目 

 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協

定（以下「協定」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連絡担当部局） 

第２条 協定第２条に規定する連絡担当部局は、別表１のとおりとする。 

 

（カバー道県） 

第３条 協定第３条に規定するカバー道県は、別表２のとおりとする。 

 

（幹事道県等） 

第４条 協定第４条第１項に規定する幹事道県及び副幹事道県は、別表３に定める

ところにより毎年度各道県持ち回りとすることとし、同条第４項に規定する職務

の代理順序も同表に定めるところによる。 

２ 協定第４条第１項に規定する副幹事道県は、次年度の幹事道県とする。 

３ 第１項の規定に関わらず、災害対応が翌年度に及ぶ場合には、当該災害が発生し

た時の担当道県が務めるものとする。ただし、次期担当道県との間で協議が整った

場合にはこの限りでない。 

 

（ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制） 

第５条 協定第９条第１項に規定する情報収集を、迅速かつ的確に行うためのヘリ

コプターを活用した緊急被災状況収集体制は、別表４のとおりとする。 

２ ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制の担当道県がカバー道県になってい

ない場合には、相互に緊密な情報交換を行うものする。 

 

（応援職員等の表示等） 

第６条 協定第５条に規定する連絡調整員及び被災道県への応援職員（以下「応援職

員等」という。）は、応援道県名を表示する腕章等を着用し、その身分を明らかに

するものとする。 

２ 被災道県は、応援職員との連絡調整に十分配慮するものとする。 

 

（応援職員等の携行品） 



 

第７条 応援職員等は、災害時等の状況に応じ、必要な被服、当座の食料、携帯電話

等を携行するものとする。 

 

（応援職員等の活動拠点の確保） 

第８条 被災道県は、応援職員等が被災道県庁舎において活動する拠点（執務スペー

ス）を確保するものとする。 

 

（応援等状況の報告） 

第９条 カバー道県は、協定第５条に基づき派遣した連絡調整員及び協定第９条に

基づき設置した応援現地本部の活動について、幹事道県（広域応援本部が設置され

ているときは同本部。第２項に同じ。）に対し、適宜状況報告を行う。 

２ 幹事道県は、応援状況の集約を行い、前項で収集した情報等を活用して応援に係

る総合的な調整を行う。 

 

（広域応援本部の設置通知等） 

第 10 条 幹事道県は、広域応援本部を設置したときは、道県に通知するとともに、

必要に応じ本部員及び事務局員の派遣要請を行う。 

 

（広域応援本部の会議） 

第 11 条 広域応援本部の本部員会議は、本部長が招集し、議長は、本部長をもって

充てる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見

を求めることができる。 

 

（広域応援本部の事務局） 

第 12 条 広域応援本部の事務局は本部が設置された道県の防災担当部局及び各道県

から派遣された連絡調整員が担当する。この場合において、事務局長は、設置道県

防災担当者の中から選任する。 

 

（応援に関するガイドラインの策定） 

第 13 条 協定及び実施細目で定めるほか、応援の実施に関し必要な事項は、別にガ

イドラインを策定し、迅速かつ的確な応援の実現に努めるものとする。 

 

（防災訓練等） 

第 14 条 道県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適時行

うものとする。 

 

（応援職員等の派遣に要する経費負担等） 



 

第 15 条 協定第 11 条に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負

担については、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）被災道県が負担する経費の額は、応援道県が定める規定により算定した当該

応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。 

（２）応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、

地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の規定に基づき、応援道県が

必要な補償を行う。 

（３）応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業

務の従事中に生じたものについては被災道県が、被災道県への往復の途中にお

いて生じたものについては、応援道県が賠償するものとする。 

（４）前３号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被

災道県及び応援道県が協議して定める。 

 

（経費の支払方法） 

第 16条 応援道県が、協定第 11条第２項の規定により、応援に要した経費を繰替支

弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災道県に請求す

るものとする。 

（１）応援職員等の派遣については、前条に規定する額 

（２）備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 

（３）調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

（４）ヘリコプター、車両、船艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送

費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

（５）施設の提供については、借上料 

（６）前５号に定めるもののほか、業務の提供等については、その実施に要した額 

２ 前項に規定する請求は、応援道県の知事名による請求書（関係書類添付）により

連絡担当部局を経由して被災道県の知事に請求する。 

３ 前２項の規定により難いときは、被災道県及び応援道県が協議して定める。 

 

（資料の交換） 

第 17 条 協定第 11 条に規定する資料の交換は、毎年度、災害対策基本法（昭和 36

年法律第 223 号）第 33条の規定に基づく派遣職員に関する資料の相互交換の際に

行うものとする。 

２ 交換する資料は、道県の地域防災計画及び国民保護計画、応援の内容及びその他

必要と認める資料とする。 

 

（連絡会議の開催） 

第 18 条 協定第 12 条に規定する連絡会議は、必要に応じて随時開催するものとし、

その事務処理については、副幹事道県が担当するものとする。 



 

 

（協定の見直し） 

第 19 条 協定及び実施細目は、必要に応じ見直すこととし、その事務処理について

は、副幹事道県が担当するものとする。 

 

 

   附 則 

１ この実施細目は、平成 19年 11 月８日から施行する。 

２ 平成 11年４月１日の実施細目は、これを廃止する。 

 

   附 則 

１ この実施細目は、平成 26年 10 月 21日から施行する。 

２ 平成 19年 11月８日の実施細目は、これを廃止する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この実施細目は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 平成 26年 10月 21日の実施細目は、これを廃止する。 

 

 （経過措置） 

１ 第４条の規定に基づく別表３に定める幹事道県等の持ち回り順序は、令和６年

４月１日から適用し、幹事道県を岩手県から始める。 

２ 前項の適用までの間、令和４年度は、幹事道県を青森県、副幹事道県を北海道と

し、令和５年度は、幹事道県を北海道、副幹事道県を岩手県とする。 

  



 

別表１ 

道県名 部局名 課 名 無線電話 
通常時の連絡先 災害対策本部等の 

体制時の連絡先 ＮＴＴ電話（直通） 夜間・休日の連絡先 

北海道 総務部 

危機対

策局 

危機対策課 01-11 011-204-5008（防災） 

011-204-5014（国民保護） 

ＦＡＸ 011-231-4314 

同左又は 011-231-3398

（当直室） 

011-204-5007 

ＦＡＸ 

011-231-4314 

青森県 危機管

理局 

防災危機管

理課 

02-221 017-734-9088（防災） 

017-734-9181(国民保護)

ＦＡＸ 017-722-4867 

同左（夜間休日常駐員か

ら当番職員へ連絡） 

017-773-6866 

ＦＡＸ 

017-773-6921 

岩手県 総務部 総合防災室 03-16 019-629-5155（防災及び国

民保護） 

ＦＡＸ 019-629-5174 

同左（宿日直職員から当

番職員へ連絡） 

019-629-5155 

ＦＡＸ 

019-629-5174 

宮城県 総務部 危機対策課 04-8-

2375 

022-211-2375（防災） 

022-211-2382（国民保護） 

ＦＡＸ 022-211-2398 

同左又は 022-211-3161

（防災センター警備員か

ら当番職員へ連絡） 

022-211-2375 

ＦＡＸ 

022-211-2398 

秋田県 総務部 総合防災課 05-11 018-860-4563（防災） 

018-860-4562（国民保護） 

ＦＡＸ 018-824-1190 

同左 

 

018-860-4500  

ＦＡＸ 

018-860-4530 

山形県 防災く

らし安

心部 

防災危機管

理課 

06-531 023-630-2231（防災） 

023-630-2654（国民保護） 

ＦＡＸ 023-633-4711 

同左又は 023-630-2754 

（宿日直職員から当番職

員へ連絡） 

023-630-3142

～3145  

ＦＡＸ 

023-630-3140 

3141 

福島県 生活環

境部 

災害対策課 07-61 024-521-7194（防災） 

024-521-7641（国民保 

護） 

ＦＡＸ 024-521-7920 

同左又は 024-521-7821 

（警備員から当番職員へ

連絡） 

024-521-1903 

024-521-1907 

ＦＡＸ 

024-521-1958 

新潟県 防災局 危機対策課 15-11 025-282-1638（防災） 

025-282-1636（国民保護） 

ＦＡＸ 025-282-1640 

同左又は 025-285-5511 

（警備員から当番職員へ

連絡） 

025-282-1638

（防災） 

025-282-1636

（国民保護） 

ＦＡＸ 

025-282-1640 

 

 

 

別表２ カバー道県 

被災道県名 第１順位 第２順位 第３順位 



 

北海道 青森県 岩手県 秋田県 

青森県 北海道 秋田県 岩手県 

岩手県 秋田県 北海道 青森県 

宮城県 山形県 福島県 北海道 

秋田県 岩手県 青森県 新潟県 

山形県 宮城県 新潟県 福島県 

福島県 新潟県 宮城県 山形県 

新潟県 福島県 山形県 宮城県 

 

別表３ 幹事道県等の持ち回り順序 

順 番 道県名 

１ 北海道 

２ 青森県 

３ 岩手県 

４ 宮城県 

５ 秋田県 

６ 山形県 

７ 福島県 

８ 新潟県 

※１ 副幹事道県は、翌年度の幹事道県担当道県が務めることとし、幹事道県に事故があるときは、

その職務を代理する。 

※２ 副幹事道県に事故があるときは、副幹事道県の次の順番の道県がその職務を代理する。 

※３ 幹事道県と副幹事道県のいずれにも事故があった場合は、副幹事道県の次の番号以降の道県で、

番号の若い順に幹事道県、副幹事道県をそれぞれ代理するものとする。 

 

別表４ ヘリコプターによる緊急被災情報収集体制 

被災道県名 正 副 

北海道 青森県 岩手県 

青森県 北海道 秋田県 

岩手県 秋田県 北海道 

宮城県 山形県 福島県 

秋田県 岩手県 青森県 

山形県 宮城県 新潟県 

福島県 新潟県 宮城県 

新潟県 福島県 山形県 

 


